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参考資料１ 

平成 31 年度の産業復興施策 

 

産業復興の目標像と５つの施策体系に基づき、そのための施策を以下のよ

うに体系化して示す。 

 

１．被災地域経済の好循環を形成する産業を直接支援する施策 

(１) 地域基幹産業の底上げ・成長と新たな地域基幹産業の創出 

①地域基幹産業の成長 

１）ものづくり産業、水産加工業・食品製造業等の地域基幹産業の底

上げ・成長支援 

２）地産地消型・地域資源型産業の今後の地域基幹産業への育成支援 

３）再生可能エネルギー関連産業、医療福祉機器産業等の新たな地

域基幹産業の創出支援 

②被災地域の産業の集積を再生する新規企業の誘致･立地・設備投

資の促進 

③地域の研究資源を活かした実証・研究開発の推進 

(２) 地域の暮らしと雇用を支える産業・生業(なりわい)の復興まちづくり

の中での再生支援 

（３）福島の産業の復興と原子力災害被災 12 市町村の事業・生業（なりわ

い）の再建及び新たな産業の集積の促進 

２．被災地域経済の好循環を実現するための施策（５つの施策体系）） 

（１）被災地域の中小企業の新たな取組・挑戦の支援 

（２）エネルギー基盤、産業用地、研究開発拠点等の産業基盤の再構築 

（３）人材が集まり活躍する、暮らしやすい、働きやすい生活・雇用環境の

再整備 

（４）民間の活力をベースに、被災地域内外の官民の幅広い連携により産

業の復興を推進 

（５）東北全体、被災３県、内陸部の経済の発展の被災地域の産業の成長

への活用 

３．産業・企業の応急復旧、施設設備の復旧のための施策 

（１）応急復旧のための施策 

（２）施設・設備等の復旧のための施策 
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１．被災地域経済の好循環を形成する産業を直接支援する  

施策 
 

（１）地域基幹産業の底上げ・成長と新たな地域基幹産業の創出 

被災地域のものづくり産業、水産加工業・食品製造業等の地域基幹

産業の競争力の底上げ及び成長を支援する。また、被災地域で新たな

地域基幹産業となることが期待される再生可能エネルギー関連産業、

医療関連産業等の成長基盤を構築し、育成・支援する。 

 
 

① 地域基幹産業の成長支援 

 

１）ものづくり産業、水産加工業・食品製造業等の地域基幹産業の底上げ・

成長支援 

ものづくり産業、水産加工業・食品製造業等の企業が、単独又は共

同・連携して、生産性の向上、高付加価値化、新商品開発等の事業の

高度化・革新、経営体制の見直し等に取組、人材を集め、経営力を高

めて成長することを支援する。 

このため、国と県、市町村及び産業支援機関が連携して、被災地域

の業種・産業全体の底上げを図る中で個々の中小企業等の事業の高

度化・革新や経営体制の見直し等を、専門家等を有効に活用しつつ、

一貫的に後押ししていく。 

 

・ ものづくり産業 

ものづくり産業の高付加価値化、新技術、新商品開発等を支援する。 

 

（注）○は東日本大震災復興特別会計、●は東日本大震災復興特別会計以外

（一般会計のほか、予算措置以外の施策） 

数字は平成 31 年度予算案額、（）内は平成 30 年度当初予算額。 

下段は平成 30 年度補正予算額。 

（基金事業については平成 30 年度までの予算措置総額を記載） 

＜ものづくり産業の復興施策＞ 
○伴走型人材確保・育成支援モデル事業              301（323）百万円 

（復興・創生インターンシップ事業） 
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学生の成長や企業の経営課題の解決に資する「長期滞在・課題解決型インター
ンシップ」を実施 
（トライアル就業事業） 
約 3 か月の社会人向けトライアル就業プログラムを実施 
（関係人口増加プロジェクト事業） 
被災地企業の課題解決等のために、定期的に訪問する者（関係人口）を増加さ
せるためのワークショップ等を実施 
 

 
○企業間専門人材派遣支援モデル事業              290（351）百万円 
大企業等でキャリアを積んだ現場型の専門人材等を被災地企業へ長期間派遣 

 
○被災地域人材確保対策調査事業                  29（29）百万円 

人手不足克服の好事例を収集・分析した事例集を作成し、地域への横展開に活 
用 

 
○地域復興マッチング「結の場」          

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 700（778）百万円の内数 
様々な経営課題を抱える被災地域企業の課題解決を図るため、大手企業と被災 
地域企業のマッチングを目的としたワークショップを開催し、新たな連携事業を創 
出する。 

 
○被災地企業の資金調達等支援事業               99（112）百万円 

セミナー開催や専門家派遣等を通じて、被災事業者の CF 実施を支援し、併せ
て、CF の実施に必要な知見が被災地に蓄積されることを目指す。 

 

・ 水産加工業・食品製造業 

水産加工団地の集約や拠点漁港において高度衛生管理に対応した

荷捌き所、流通加工施設の一体的な整備等による生産現場の効率化

を進める。また、深刻な人材不足などの状況を踏まえつつ、高度冷凍

技術等を活用して成長した地域の企業等の成功事例などを参考に、企

業間や産学間の連携、生産性の向上・高付加価値化、新分野開拓、地

域の水産物・農産物を用いた新商品開発、新規販路開拓等の新たな

取組を支援する。 

 

＜水産加工業・食品製造業の復興施策＞ 
○東日本大震災復興交付金         57,346（80,466）百万円の内数 
地盤沈下に対応した漁港施設用地の嵩上げ・排水対策や、被災した水産加工 
施設の整備、水産加工業の拠点となる産業用地の整備等を支援する。 

 
○水産基盤整備事業                       2,465（4,145）百万円 
拠点漁港における流通・防災機能強化、水産加工場等漁港施設用地の嵩上 
げ・排水対策などの漁港の沈下対策の実施、漁場の生産力回復のための整備 



4 
 

等を支援するとともに、当該事業の後進地域に対する補助率差額を交付する。 
 
○水産業共同利用施設復旧整備事業           997（1,208）百万円 

被災した漁業者等の共同利用施設のうち規模の適正化や衛生機能の高度化 
等を図る施設等の整備、被災した漁港が機能回復を図るための施設を整備す 
る。 

○復興水産加工業等販路回復促進事業            1,227（1,254）百万円 
被災地の水産加工業の新商品開発・販路回復等のため、専門家による水産加 
工業者への個別指導等を行うとともに、指導に基づき水産加工業者が行う販 
路回復等の取組に必要な加工機器等の整備を支援する。 

 
○チーム化による水産加工業等再生モデル事業        108（120）百万円 
販路喪失や人材不足等、それぞれの地域が抱える課題の解決に向け、被災 
地の複数の水産加工業者等が連携して行う、地域ぐるみの先進的な取組を支 
援することで、被災地のチーム化モデルの構築を推進。 

 
○地域復興マッチング「結の場」（再掲）           

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 778（880）百万円の内数 
 
○食料生産地域再生のための先端技術展開事業            

824（903）百万円の内数 
復興のステージが進むにつれて生じた新たな技術的課題を解決するための現 
地実証を実施するとともに、研究成果の社会実装を促進する取組を実施する。 
 

＜資金繰り対策＞ 
○水産関係資金無利子化事業                    672（862）百万円 

災害復旧・復興に必要な日本政策金融公庫資金（水産加工資金を含む。）、漁 
業近代化資金及び漁業経営維持安定資金の融資に対し利子助成する。 

 
○水産関係公庫資金無担保・無保証人事業             

（出資金事業 予算措置総額：21,625 百万円） 
災害復旧・復興に必要な日本政策金融公庫資金（水産加工資金を含む。）につ 
いて、実質無担保・無保証人融資が可能となるよう、日本政策金融公庫に対し 
必要額を出資する。 

 
○漁業者等緊急保証対策事業                   777（939）百万円 

漁業者・水産加工業者・漁協等の復旧・復興関係資金等について、実質無担保・ 
無保証人による融資を推進するための緊急的な保証について支援する。 

 

２）地産地消型･地域資源型産業の今後の地域基幹産業への育成支援 

農業、林業、漁業等の地域資源型産業の企業等による、生産性の向

上、消費者ニーズに即応した新商品開発・販路開拓、ブランド力の強化

等の取組を支援する。 

また、観光業については、観光地域づくりの支援、福島県の風評被

害への対応、訪日旅行の促進を支援する。 
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・ 農業 

宅地の高台への集団移転や帰還促進と連携した農地整備を実施す

るとともに、復旧・復興を契機とした担い手への農地集積、農地復旧等

と併せた農地の大区画化、大型機械を利用する直播栽培等によるコス

ト削減を推進する。 

また、生産業者に加えて、流通業者、消費者等の多様な関係者が相

互交流し、農商工連携や６次産業化による消費者ニーズに即応した新

商品開発、新たなブランドの構築とブランド力の強化、消費者への効果

的な情報発信による全国販売・輸出促進等の取組を支援する。 

さらに、先端的な農林水産技術の現地実証を進めるとともに、被災

地域内に社会実装拠点を設置し、研究成果の社会実装を促進する取

組を実施する。 

 

＜農業の復興施策＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）          57,346（80,466）百万円の内数 

被災した農地の大区画化や、排水条件の改善、集出荷貯蔵施設、園芸施設、 
農業機械・施設の整備等を支援する。 

 
○東日本大震災農業生産対策交付金                999（3,524）百万円 
東日本大震災からの本格復旧に向け、早急に生産力、販売力を回復する産地 
の取組や共同利用施設の復旧等を支援する。 

 
○農地・農業用施設等災害復旧等事業        11,010（22,656）百万円の内数 
東日本大震災により被災した農地・農業用施設等の災害復旧事業や、災害復 
旧事業に併せて、隣接する未被災農地等を含め一体的に農地の大区画化等 
を実施する。 

 
○農村地域復興再生基盤総合整備事業             8,623（8,315）百万円 

震災被災地の農業・農村の復興に必要な農地・農業用施設や集落道等の生 
活環境の整備を総合的に実施する。 

 
●次世代施設園芸拡大支援事業               330（362）百万円の内数 
施設園芸産地における生産性向上と規模拡大を加速化するため、高度環境制 
御技術、雇用型の生産管理技術及び自動化等の省力化技術について、産地 
の実情に合わせた実証や実証温室での研修受入等による技術を習得する仕 
組みづくりとその仕組みの各地域への展開を支援する。また、農地中間管理 
機構等と連携した農地と施設の一体的な集積を重点支援する。 
 

●茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業           
1,408（1,450）百万円の内数 
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茶・薬用作物等地域特産作物の産地形成加速化のため、栽培技術確立や優
良種苗の安定供給のための実証ほ場の設置、栽培マニュアルの作成、農業機
械の改良等の取組を支援する。また、地域特産作物の新たな需要の創出・拡
大を図るため、消費者・実需者ニーズ把握のための調査や実需者等と連携し
た商品開発等を支援する。 

 
○福島再生加速化交付金（農山村地域復興基盤総合整備事業等）      

89,045（82,847）百万円の内数 
福島の復興の動きを加速するため、長期避難者への支援から早期帰還への 
対応までの施策等を一括して支援する「福島再生加速化交付金」を、福島復興 
の柱とし、他の事業とも連携させつつ、再生加速化を図る。 

 
○福島県営農再開支援事業                   -（13,031）百万円百万円 

（基金事業 予算措置総額：36,216 百万円） 
福島県に設置した基金により、避難指示区域等において、土地利用型作物に 
おける大規模化や新たな施設園芸品目への転換等による営農再開の取組を 
支援する。 

 
○原子力被災 12 市町村農業者支援事業           

（基金事業 予算措置総額：6,950 百万円） 
被災 12 市町村において避難指示の解除が進みつつある中、営農を再開する 
農業者を対象に、農業用機械・施設や家畜の導入等の初期投資を支援する。 

 
○福島県農林水産業再生総合事業               4,740（4,710）百万円 
福島県の農林水産業の再生に向けて、生産から流通、販売に至るまで、風評 
の払拭を総合的に支援する。 
 

●農林漁業成長産業化ファンドによる出資等の支援           
（出融資枠 12,500 百万円の内数） 

農林漁業成長産業化ファンドを通じて、農林漁業者等が主体となって流通・加 
工業者等と連携して取り組む６次産業化の事業活動を出資等により支援する 
とともに、６次産業化に取り組む農林漁業者等の販路開拓等を支援する事業 
者(支援事業者)に対し、出資による支援を実施する。 

 
●食料産業・６次産業化交付金のうち「加工・直売」     

 1,434（1,678）百万円の内数 
地域の創意工夫を生かしながら、多様な事業者がネットワークを構築して取り 
組む新商品開発や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等の取組 
を支援する。 
 

●海外需要創出等支援対策事業                   3,406(3,439)百万円 
「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着実な実施に向け、JFOODO による戦
略的なマーケティングの強化、JETRO による輸出に取り組む事業者等に対す
る商談・マッチング支援、分野・テーマ別に応じた海外市場の開拓支援等を行
い、国産農林水産物・食品の輸出を促進する。 
 

 
○食料生産地域再生のための先端技術展開事業（再掲）   

        824（903）百万円の内数 
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＜資金繰り対策＞ 
○農業経営の復旧・復興のための金融支援          1,071（1,432）百万円 
被害を受けた農業者等が借り入れる日本政策金融公庫等の復旧・復興関係 
資金について、一定期間（最長 18 年間）実質無利子、実質無担保・無保証人 
等での借入れが可能となるよう、必要となる利子助成金等を交付する。 

 

・ 林業 

需要者のニーズに対応した木材安定供給体制を構築するため、木

材加工・流通施設の整備、木材製品等の安全証明体制の構築、高性

能林業機械の導入やストックヤードの整備、CLT等新たな製品・技術の

開発・普及等を支援する。 

 

＜林業の復興施策＞ 
○木材加工流通施設等復旧対策事業                  59（76）百万円 

東日本大震災の被災地における森林・林業・木材産業の再開と地元雇用創出
に資するため、東日本大震災で被災した木材加工流通施設の復旧等を支援
する。 

 
○安全な木材製品等流通影響調査・検証事業           102（704)百万円 
消費者に安全な木材製品等を供給するため、福島県産の木材製品等の放射 
性物質に関する調査･分析、放射性物質測定装置の設置等による安全証明体 
制の構築を支援する。 
 

○震災復興林業作業システム導入支援事業            245（359）百万円 
復興に向けた林業事業体が行う放射性物質の影響を軽減させる作業システム 
の構築に必要な高性能林業機械等のリース方式による導入を支援する。 

 
●木材産業・木造建築活性化対策               1,247（1,087）百万円 

林業・木材産業の成長産業化のため、低層建築物を中心とした無垢構造材の
利用拡大、中高層建築物を中心とした CLT 等の新たな木質建築部材の利用 
促進・定着、効率的なサプライチェーンの構築に向けた需給情報の共有やマッ
チングの取組等を支援する。 

 
●木材需要の創出・輸出力強化対策               682（559）百万円 

公共建築物等の木造化・木質化、木質バイオマスのエネルギー利用、民間セ
クターによる非住宅建築物等への木材利用などの様々な分野における木材
需要の創出と高付加価値木材製品の輸出拡大の取組を支援する。 

 
○福島県農林水産業再生総合事業（再掲）           4,740（4,710）百万円 
 
●農林漁業成長産業化ファンドによる出資等の支援（再掲）           

（出融資枠 12,500 百万円の内数） 
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●食料産業・６次産業化交付金のうち「加工・直売」（再掲）           

1,434（1,678）百万円の内数 
 

＜資金繰り対策＞ 
○災害復旧関連金融対策（災害復旧関係資金利子助成事業）  48（57）百万円 

被災した林業者等の災害復旧・復興に必要な資金について、金利等の負担を 
軽減する。 

 

 

・ 漁業 

漁業者の経営力の向上を図り、世界三大漁場の一つである三陸沖

の多様な魚種等の強みを活かして、先進技術を活用した高付加価値化、

生産性の向上、６次産業化や輸出の拡大等を支援し、人材を呼び込め

る収益性の高い持続可能な漁業・養殖業を展開する。 

 

＜漁業の復興施策＞ 

○東日本大震災復興交付金（再掲）         57,346（80,466）百万円の内数 
被災した漁業用燃油施設や造船所の集約化に合わせた用地の取得・嵩上げ 
に復興交付金を活用するなど、地域産業の核となる漁業・水産業の復興を支 
援する。 

 
○漁業経営体質強化機器設備導入支援事業             105（128）百万円 

東日本大震災の被害を受けた福島県の漁業者のグループ等によるＬＥＤ集魚 
灯・省エネ型エンジン等の漁業用機器設備の導入費用を支援する。 

 
○福島県農林水産業再生総合事業（再掲）            4,740（4,710）百万円 
 
●農林漁業成長産業化ファンドによる出資等の支援（再掲）           

（出融資枠 12,500 百万円の内数） 
 
●食料産業・６次産業化交付金のうち「加工・直売」 （再掲） 

1,434（1,678）百万円の内数 
 
○食料生産地域再生のための先端技術展開事業（再掲）           

824（903）百万円の内数 
 
 
＜資金繰り対策＞ 
○水産関係資金無利子化事業（再掲）                  672（862）百万円 
 
○水産関係公庫資金無担保・無保証人事業（再掲）           

（出資金事業 予算措置総額：21,625 百万円） 
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○漁業者等緊急保証対策事業（再掲）                 777（939）百万円 

 
○漁協経営再建緊急支援事業                       255（369）百万円 
被災漁協・漁連が経営再建のために借り入れる資金を実質無利子化する。 

 

・ 観光業 

東北の観光復興を実現するため、地域からの発案に基づいたインバ

ウンドを呼び込む取組や東北の観光魅力の発信強化、福島県の国内

観光振興等を支援する。また、民間の新たな試みとも連携しつつ、東北

への交流人口拡大と地域経済の活性化につながるビジネスモデルを

創出し、観光地としての東北の持続的な成長につなげる取組を実施す

る。 

 

＜観光業の復興施策＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）         57,346（80,466）百万円の内数 
被災した観光資源の発掘・活用のための調査や観光施設の復旧に係る事業 
等を支援する。 
 

○「新しい東北」交流拡大モデル事業              360（433）百万円 
東北への交流人口を拡大する先駆的なモデルケースを官民連携して創出。 

 
○東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業 4,209（4,265）百万円 

         
東北の観光復興の加速化に向けて、地域からの発案に基づき実施するインバ 
ウンドを呼び込む取組を支援するとともに、東北地方の魅力を海外に発信し、 
東北への誘客を強力に促進する。 

 
○福島県における観光関連復興支援事業            300（300）百万円 

福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、同県が実施する風 
評被害対策や、特に教育旅行の再生などの震災復興に資する観光関連事業 
に対して補助を行う。 
 

●広域周遊観光促進のための観光地域支援事業 
    1,391（1,848）百万円の内数 

訪日外国人旅行者をはじめとした観光客の各地域への周遊を促進するため、
ＤＭＯが中心となって行う、地域の関係者が連携して観光客の来訪・滞在促進
を図る取組に対して支援を行う。 
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３）再生可能エネルギー関連産業、医療福祉機器産業等の新たな地域基幹

産業の創出支援 

 

・ 再生可能エネルギー等関連産業 

平成 28 年 9 月に決定した福島全県を未来の新エネ社会を先取りす

るモデル創出拠点とする「福島新エネ社会構想」の実現に向けて、太陽

光、風力等再生可能エネルギーの導入拡大、再生可能エネルギーから

水素を「作り」、「貯め・運び」、「使う」実証、県内におけるスマートコミュ

ニティの構築に向けた取組を推進する。 

加えて、平成 26 年４月に開所した国立研究開発法人産業技術総合

研究所福島再生可能エネルギー研究所を最大限に活用した研究開発

や人材育成を促進するとともに、スマートコミュニティに関する実証・開

発拠点の整備とバイオマス、水素エネルギー等の技術開発を支援する。 

さらに、ものづくり産業･企業の新分野開拓や企業誘致により、再生

可能エネルギー関連機器･部品等の産業・企業の育成・集積を図る。 

 

＜再生可能エネルギー等関連産業支援のための施策＞ 
●福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金       

8,480（7,500）百万円 
阿武隈山地や福島県沿岸部における再生可能エネルギー導入拡大のための
共用送電線の整備及び、当該地域における風力発電設備の導入支援等に対
して補助を行う。 

 
●未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業       

16,270（8,930）百万円の内数 
再生可能エネルギーから水素を『作り』、『貯め・運び』、『使う』、未来の新エネ 
ルギー社会実現に向けたモデルを福島で創出することを目指し、再生可能エ 
ネルギーから水素を製造する技術（Power to Gas 技術）の実証を進める。 
 

●スマートコミュニティ導入促進事業       
（基金事業 予算措置総額：8,060 百万円の内数） 

イノベーション・コースト構想推進会議を構成する関係市町村（15 市町村）で、
災害に強いまちづくりとして再生可能エネルギーの活用を中心とした①スマー
トコミュニティを構築するためのマスタープラン策定と②そのマスタープランに
基づくスマートコミュニティの構築に要する費用の一部に補助を行う。 

 
●地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金 

2,700（7,000）百万円の内数 
地域のエネルギー需給の特性に応じて、地域に存在する分散型エネルギーを 
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安定的かつ有効的に活用するべく、再生可能エネルギーや未利用熱を地域内 
で面的に利用する先導的な地産地消型エネルギーシステムの構築や、木質バ 
イオマスや地中熱等を利用した再生可能エネルギー熱利用設備の導入に対し 
て補助を行う。 

 
○被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業       

787（926）百万円 
産総研福島再生可能エネルギー研究所が保有する設備やノウハウを活用し、 
被災地企業が有する再生可能エネルギー関連技術シーズの開発・技術支援 
等を行うことにより、被災地における新たな再生可能エネルギー産業の創出を 
目指す。 

 

・ 医療関連産業 

被災地域での医療関連産業の集積を進めるために研究開発基盤整

備、産学官連携の研究開発・技術開発支援、研究開発成果の実用化

等を進めるともに、医療情報連携基盤の構築を支援する。 

 

＜医療関連産業支援のための施策＞ 
○東北メディカル・メガバンク計画             1,597（1,584）百万円 
宮城県及び岩手県を中心とした被災地住民を対象として健康調査を実施し、 
住民の健康管理に貢献するとともに、協力者の生体試料、健康情報等を収集 
してバイオバンクを構築し、ゲノム情報等と併せて解析することにより、個別化 
医療等の基盤を形成する。 

 

② 被災地域の産業の集積を再生する新規企業の誘致・立地・設備投資の

促進 

被災地域において、電子・電子機械工業、金属製品工業、輸送用機

械工業等のものづくり産業、食品製造業、物流施設等の成長性の高い

産業の企業の新規立地や設備投資を促進する。 

 

＜企業立地・設備投資促進のための施策＞         
○東日本大震災復興交付金（再掲）         57,346（80,466）百万円の内数 
水産加工業等の地場産業のための拠点となる産業用地の造成、防災集団移 
転促進事業の移転元地等における新たな産業用地の造成等に係る事業を支 
援する。 

 
○津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金       

（基金事業 予算措置総額：209,000 百万円） 
東日本大震災による津波浸水地域及び福島県全域（避難指示区域等を除く）
を対象に、工場等の新増設を行う企業等を支援し、雇用の創出を通じた地域
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経済の活性化及び商業回復を図る。 
 
○自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金       8,801（8,000）百万円 

（基金事業 予算措置総額：67,301 百万円） 
福島県 12 市町村の避難指示区域等で工場・店舗等の新増設を行う企業に対
し、その費用を補助し、雇用創出、産業集積を図る。加えて、住民の帰還や産
業の立地を促進するため、商業回復を進める。 

 
●復興特区法に基づく税制上の特例措置（課税の特例） 

認定地方公共団体の指定を受けた新設法人や認定地方公共団体の指定を受 
け復興産業集積区域内において機械等を取得した事業者等について、課税の 
特例の適用を可能とする。 

●復興特区法に基づく税制上の特例措置（地方税の課税免除又は不均一課税に 
伴う措置） 
認定地方公共団体の指定を受け復興産業集積区域内において機械等を取得
した事業者等について地方公共団体が固定資産税等の課税免除又は不均一
課税を行った場合の当該地方公共団体の減収を補塡する。 
 

○復興特区支援利子補給金制度               1,188（1,522）百万円 
復興推進計画の目標を達成する上で中核となる事業の実施者が国の指定す 
る金融機関から当該事業を実施する上で必要な資金を借り入れる場合に、貸 
付残高の最大 0.7％に相当する額の利子補給金を支給する。 

 
○日本政策金融公庫補給金                     19（21）百万円 

日本公庫の災害復旧・復興関係資金の貸付業務を円滑に実施するため補給 
金を交付する。 
 

○被災地域中小造船業復興支援事業         
（基金事業 予算措置総額 16,024 百万円） 

東日本大震災により被災し、地盤沈下によって復興が困難となっている中小造 
船事業者等が、事業の集約等により経営基盤の強化を目的に造船施設などを 
整備する事業に対して支援することにより、中小造船業の復興を加速する。 

 

③ 地域の研究資源を活かした実証・研究開発の推進 

研究開発については、被災地域の産業集積の現状と、今後の発展

の方向性に合致し、既存の研究資源を活用し、産官学連携による研究開

発を支援する。また、先端技術の導入・開発を通じた新たなビジネスモデ

ルの展開による農林水産業の再生、革新的技術・地域の強みを活かした

産業競争力の強化等を進める。 

 

＜研究開発推進のための施策＞ 
１）医療 
○東北メディカル・メガバンク計画（再掲）           1,597（1,584）百万円 
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２）再生可能エネルギー研究開発 
○被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業（再掲）       

787（926）百万円 
 
●福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業委託費       

1,100（2,064）百万円 
福島イノベーション・コースト構想の実現のため実証研究の最終段階として、発

電システム全体の追加的なデータ取得やさらなるコスト低減の促進、漁業との共
存策の検討等に取り組むとともに、浮体式風車の低コストかつ安全性が考慮され
た撤去工法の検討を行う。 

 
●新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術開発事業 

1,900（1,900）百万円 
中小・ベンチャー企業等が実施する再生可能エネルギー分野等の開発につい
て、開発進捗に応じた技術開発支援を行う。また、平成 28 年度より、福島イノ
ベーション・コースト構想の推進につながる新エネルギー分野の技術開発や実
用化・実証研究については、支援を強化して取り組む。 

 
３）地域の資源を活かした研究開発 
○東北マリンサイエンス拠点形成事業             580（645）百万円 

大槌町、女川町の拠点を中心として、関係自治体・漁協と連携し、震災により
激変した東北沖の漁場を含む海洋生態系を明らかにするなど、被災地の水産
業の復興のための調査研究を実施する。 

 
●東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等研究開発の加速プランの
実現                           4,460（4,426）百万円 
国内外の英知を結集し廃炉に係る研究開発・人材育成を実施するための、大
学・研究機関等が供用できる施設として、日本原子力研究開発機構廃炉国際
共同研究センターの「国際共同研究棟」（福島県富岡町）が、平成 29 年４月に
運用を開始。本センターを中核とし、廃炉現場のニーズを一層踏まえた国内
外の研究機関との研究開発・人材育成の取組を推進する。 
 

○食料生産地域再生のための先端技術展開事業（再掲）           
824（903）百万円の内数 

 
４）先端技術の導入 
●次世代施設園芸拡大支援事業（再掲）          330（362）百万円の内数 

 

（２）地域の暮らしと雇用を支える産業・生業（なりわい）の復興まちづくりの中

での再生支援 

普段の暮らしを支えるサービス（小売、医療、福祉、飲食、建設、生活

関連サービスなど）、地域の暮らしを支え、雇用機会を生み出す産業を、

復興まちづくりの中で再生する。 

併せて、事業環境の急激な変化の中で事業を再開した中小・小規模企

業に対して、引き続き、経営診断、資金繰り対策等の十分な経営安定支
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援を実施する。 

 

①商業･サービス業等の再生支援 

商業・サービスの事業再開を支援し、被災小売業・サービス業の経

営持続性を高める商業施設の整備等を支援して、賑わいの回復を図る。 

また、東日本大震災により特に甚大な被害を受け、特に福祉・介護

人材の確保が困難になっている福島県で従事する福祉・介護人材の広

域的な確保を図る。 

併せて、「高齢者標準」による活力ある超高齢社会をつくり、それを支

える産業の発展を支援する。また、「元気で健やかな子供の成長を見

守る安心な社会」の実現のためにも、非営利法人の活動を含む子育て

支援サービス、教育・学習支援サービス等の充実を支援する。 

 

＜商業･サービス業等の再生支援のための施策＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）          57,346（80,466）百万円の内数 
津波被災地域における商業施設等を含む復興拠点となる市街地の形成等に 
係る事業を支援する。 

 
○津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（再掲）       

（基金事業 予算措置総額：209,000 百万円） 
被災地域におけるまちづくり会社、自治体等による商業施設の整備を支援す
る。 

 
○自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（再掲）      8,801（8,000）百万円 

（基金事業 予算措置総額：67,301 百万円） 
 

●「東日本大震災被災地域まちなか再生計画」の認定 
 
○仮設施設有効活用等助成事業（独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費
交付金）                                 1,302（599）百万円の内数 
被災地域において中小企業基盤整備機構が整備した仮設店舗、仮設工場等
の有効活用（移設・撤去）を行う被災市町村に対して助成を行う。 
 

○伴走型人材確保・育成支援モデル事業（再掲）         301（323）百万円 
 

○企業間専門人材派遣支援モデル事業（再掲）         290（351）百万円 
 

○被災地域人材確保対策調査事業（再掲）             29（29）百万円 
 
○被災中小企業・小規模事業者等への事業再生支援（産業復興相談センター） 

      969（1,222）百万円 
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被災事業者の二重債務問題のほか、震災の影響により業況が悪化している被 
災事業者の事業再生支援に対応するため、被災県に設置された「産業復興相 
談センター」において、被災事業者からの相談を受け付け、相談者の状況に応 
じて、再生計画策定支援や「産業復興機構」に対する債権の買取要請等を実 
施する。 

 
○東日本大震災事業者再生支援機構による支援         -（10,000）百万円 

（累計出資額：30,000 百万円） 
東日本大震災により過大な債務を負っている事業者であって事業の再生を図 
ろうとするものに対し、金融機関等から震災前債権の買取支援等を通じて事業 
再生を支援。円滑かつ適切な支援実施のため、財政基盤強化の観点から必要 
額を出資する。 

 
○震災復興アドバイザー派遣事業（独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費
交付金）                                 1,302（599）百万円の内数 
被災中小企業者の経営上の課題解決等に関する助言を行うアドバイザーを派
遣する。 
 

○被災地向け販路開拓支援事業（独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費
交付金）                                1,302（599）百万円の内数 
被災中小企業者等が販路の開拓を実現するために、展示販売会の開催、出
展に係る費用を支援する。また、商品力向上のため、テストマーケティングの
実施、出品に係る費用を支援する。 

 
 
○日本政策金融公庫出資金（国民事業（生活衛生資金貸付））          

329（433）百万円 
東日本大震災により被害を受けた生活衛生関係営業者等及び経営の安定に 
支障が生じている生活衛生関係営業者等に対して、日本政策金融公庫（国民 
事業（生活衛生資金貸付））が「東日本大震災復興特別貸付」により低利融資 
等を行うために必要な財政支援を行う。 

 
○被災地域情報化推進事業（復興街づくりＩＣＴ基盤整備事業） 

55（21）百万円の内数 
東日本大震災からの復興に向け新たな街づくりに合わせて、超高速ブロードバ 
ンド、放送の受信環境及び公共施設等向け通信基盤・システムの整備等のＩＣ 
Ｔ基盤の整備を支援する。 

 
○被災地における福祉・介護人材確保事業              205（198）百万 

避難指示解除準備区域等の解除等により、福祉・介護人材不足が深刻化して
いる福島県の事情を踏まえ、県外から相双地域等の介護施設等への就労希
望者及び、避難解除区域の介護施設等で就労を希望する県内から避難解除
区域への帰還者に対する就職準備金等の貸付けや、全国の介護施設等から
の応援職員に対する支援等により、福祉・介護人材の参入・確保を促進する。 

 
○地域公共交通確保維持改善事業（東日本大震災関連）         

926（1,177）百万円 
被災地域におけるバス交通等の生活交通の確保維持を図るため、地域公共 
交通確保維持改善事業の補助要件の緩和等の特例措置により支援する。 
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○被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（被災者支援総合交付金）           

17,661（19,015）百万円の内数 
被災した子どもに対する支援として、避難生活の長期化等に伴う心身の健康 
面への影響等を踏まえ、子どものいる家庭等への訪問による心身の健康に関 
する相談・支援、遊具の設置や子どもの心と体のケアなど、総合的な支援を行 
う。 

 

②商業・サービス業等の小規模企業の資金繰り･経営安定支援 

事業環境の急激な変化の中で、事業を再開した小売商業・生活関連

サービス業、建設業に対して、引き続き、専門家による経営診断や、資

金繰り対策等の支援を実施する。 

 

＜経営安定支援施策＞ 
○震災復興アドバイザー派遣事業（独立行政法人中小企業基盤整備機構運営
費交付金）（再掲）        

 
○被災地向け販路開拓支援事業（独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費
交付金）（再掲）       

 
＜資金繰り支援策・事業再生支援策＞ 
○被災中小企業・小規模事業者への資金繰り支援        

6,900（12,000）百万円 
東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、日本政 
策金融公庫等の「東日本大震災復興特別貸付」等による融資を実施する。 

 
○被災中小企業・小規模事業者等への事業再生支援（産業復興相談センター） 
（再掲）                                969（1,222）百万円 

 
○東日本大震災事業者再生支援機構による支援（再掲）    -（10,000）百万円 

（累計出資額：30,000 百万円） 
 
○「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の活用（個人債務者私的整理
支援事業）                                 3（7）百万円 
東日本大震災の影響によって既往債務を弁済できなくなった事業性資金を借り 
ている個人事業主や住宅ローンを借りている個人等の債務に関し、個人版私的 
整理ガイドラインの活用を通じた円滑な債務整理を支援することにより、被災債 
務者の生活や事業の再建を支援する。その際に必要となる弁護士費用等の補 
助を実施する。 

 
＜建設業における資金繰り対策＞ 
●地域建設業経営強化融資制度 
公共工事等の請負代金債権等を担保に、事業協同組合等が中小・中堅元請建 
設企業に対し、転貸融資を実行（出来高 50％以上で利用可）。 
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●下請債権保全支援事業 
中小・中堅下請建設企業等が元請建設企業に対して有する工事請負代金債権 
等について、ファクタリング会社が保証をし、元請建設企業が倒産した場合に代 
金回収を保全。また、被災地においては、工事請負代金債権等の買取も対象。 

 

（３）福島の産業の復興と原子力災害被災 12 市町村における事業・生業（なり

わい）の再建及び新たな産業の集積の促進 

原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島県については、福

島復興再生特別措置法に基づく産業復興再生計画、重点推進計画、避

難解除等区域復興再生計画等に基づき、再生可能エネルギー関連産業

や医療機器関連産業の集積、風評被害への対応等を進める。また、原子

力災害被災 12 市町村については、除染の加速化を図りつつ、既存企業

の流出防止、事業・生業（なりわい）の再建の支援をはじめ、商業機能の

回復、新規企業の立地を進めるとともに、「福島・国際研究産業都市（イノ

ベーション・コースト）構想」については、ロボット関連拠点等の整備やプロ

ジェクトの具体化、地域産業の復興に資する実用化開発への支援を進め

る。 

 

＜福島の産業復興のための施策＞ 
○福島再生加速化交付金（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業） 

89,045（82,847）百万円の内数 
避難企業の帰還や企業誘致の加速に向け、既存の産業団地等の再整備に加
え、新規の産業団地の整備等について、被災自治体が整備する際の支援を
行う。              

 
○福島再生加速化交付金（原子力災害被災地域事業所整備等支援事業）         

89,045（82,847）百万円 
事業者の事業再開や新規事業者の立地に必要な事業所等の整備を支援する。 

 
○福島県における観光関連復興支援事業（再掲）        300（300）百万円 
 
○福島県営農再開支援事業（再掲）                  -（13,031）百万円 

（基金事業 予算措置総額：36,216 百万円） 
 

○原子力被災 12 市町村農業者支援事業（再掲）           
（基金事業 予算措置総額：6,950 百万円） 

 
○福島県農林水産業再生総合事業（再掲）          4,740（4,710）百万円 
 
○農地・農業用施設等災害復旧等事業（再掲）   11,010（22,656）百万円の内数 
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○福島農業基盤復旧再生計画調査                 954（821）百万円 
避難指示解除準備区域等において、農地、農業用施設等の被災状況調査や 
除染の工程等を考慮した農業基盤の復旧・整備計画等を策定。 

 
○放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業       3,170（3,201）百万円 
原発事故被災地の森林・林業の再生を図るため、森林内の放射性物質の分 
布状況の把握や森林整備の際に必要な放射性物質対策を実施する。 
 

○安全な木材製品等流通影響調査・検証事業（再掲）      102(704)百万円 
 
○被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業（再掲） 

   787（926）百万円 
 
○放射線量測定指導・助言事業                   26（26）百万円 

今後、避難指示区域の見直し・解除とともに被災企業の事業再開や被災地へ 
の企業立地の進展が見込まれることから、被災企業に対して、国からの委託を 
受けた民間団体等が、工業品等の放射線量や放射性物質の種類・量の測定、 
検査及び指導・助言を行う。 

＜原子力災害被災 12 市町村における事業・生業（なりわい）の再建、浜通り地域
等における新たな産業の集積、新たな産業基盤構築のための施策＞ 

 
○自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（再掲）      8,801（8,000）百万円 

（基金事業 予算措置総額：67,301 百万円） 
 
●福島特措法に基づく税制上の特例措置（課税の特例）      
避難解除区域等における被災事業者の事業再開や新規事業者の立地促進を 
支援するため、事業用設備等への投資等を行った事業者等について、課税の 
特例の適用を可能とする。 

 
●福島特措法に基づく税制上の特例措置（地方税の課税免除又は不均一課税
に伴う措置）      
避難解除区域等における被災事業者の事業再開や新規事業者の立地促進を 
支援するため、事業用設備等への投資等を行った事業者等について、福島県 
内の地方公共団体が固定資産税等の課税免除又は不均一課税を行った場合 
の当該地方公共団体の減収を補塡する。 

 
○官民合同チーム専門家支援事業       

（基金事業 予算措置総額 8,200 百万円） 
官民合同チームにおいて、専門家による訪問・相談支援体制を強化。カウンセ 
ラー、コンサルタント、中小企業診断士等の専門家を交えたチームを構築し、 
事業再開、承継・転業、生活再建、まちづくり等の課題について、事業者や自

治体に寄り添ったコン 
サルティング支援を実施。平成 31 年度からは、対象を創業者等にも拡大。 

 
○人材マッチングによる人材確保支援事業           605（500）百万円 
官民合同チームの個別訪問と連携しつつ、被災地の事業者が求める人材ニー 
ズを人材コーディネーターがきめ細かく把握し、12 市町村内外からの人材の呼 
び込みを進めるべく、求人情報を幅広く共有しマッチング支援を行う。また、就 
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職に当たり 12 市町村内への転居を伴う場合は、支度金を給付。 
 
○中小・小規模事業者の事業再開等支援事業       

（基金事業 予算措置総額 15,630 百万円） 
12 市町村で被災した中小事業者の自立を集中的に支援し、当該地域における 
働く場の創出や買い物をする場など、まち機能の早期回復を図るため、事業再 
開等に要する設備投資等の費用の一部を補助。平成 29 年度からは、地元で 
の再開が困難な帰還困難区域の事業者への支援等を拡充。 

 
○６次産業化等に向けた事業者間マッチング等支援事業      370（370）百万円 
被災 12 市町村の事業者の販路開拓や新ビジネス創出等のため、専門家によ 
る支援等を通じて、事業者間のマッチング等による商品開発・改良、新たな販 
路開拓が円滑に進むように事業者をサポート。 

 
○商工会議所・商工会の広域的な連携強化事業       100（100）百万円 
各商工会議所・商工会が広域的に連携し、官民合同チームと協力しつつ、市 
町村の枠を超えた事業者間の連携を促進。また、事業者を対象とした経営セミ 
ナー等を開催。 

 
○地域の魅力等発信基盤整備事業                234（234）百万円 
福島県（特に被災 12市町村）の伝統・魅力等の発信（伝統工芸品、新たな特産 
品等）及び交流人口増加による事業基盤の安定を目的とした取組（イベント、 
展示会等）を支援。また、避難指示の対象となった区域を中心とした地域の魅 
力等の発信について、有効な発信手段の選定や発信手段と親和性のあるコン 
テンツの制作、発信後の効果測定等を実施。 
 

○つながり創出を通じた地域活性化創出支援事業      160（160）百万円 
地元の農・商工産品等を活用したイベント開催や、退職技術者による技術伝承 
の取組など、地域の人と人とのつながり回復を通じ、地域の活性化、さらには 
産業振興やまちづくりにも資するような取組を行うグループ等の活動を支援。 

 
○事業再開・帰還促進事業      （基金事業 予算措置総額 7,200 百万円） 
市町村が各々の実情を踏まえて実施する、地元事業者からの購入を促す取組 
など需要喚起や住民の帰還を後押しする取組に関して、市町村へ交付金を交 
付。 

 
○生活関連サービスに要する移動・輸送手段の確保支援事業       

150（230）百万円 
12 市町村内に帰還した住民が必要とする、衣・食・医等に関する生活関連商 
品の購入や幅広いサービスの利用に必要となる移動・輸送手段等を支援。 
 

○原子力災害被災地域における創業等支援事業        190（210）百万円 
産業基盤の再構築や「まち」の活性化を図るため、市町村が策定する復興計 
画等に沿った形で新規創業や 12 市町村外からの事業展開等に際して必要と 
なる設備投資等に対する補助を行うとともに、事業展開等が活発に行われる 
環境の整備を進める。 

 
○イノベーション・コースト構想(ロボットテストフィールド・研究開発拠点整備事業) 

      2,733（3,483）百万円 
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福島県浜通り地域等において、福島県の重点産業であるロボット分野の地元 
中小企業や県外先進企業による産業集積を構築し、被災地の自立と地方創生 
のモデルを形成するため、福島ロボットテストフィールド及び研究開発施設等を 
整備する。 
 

○福島イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金 
（1）共同利用施設（ロボット技術開発等関連）整備事業  3,106（1,767）百万円 
福島県浜通り地域等において、国内外の研究者、技術者、企業等の英知を 
結集するためにも、共同で研究を行い、イノベーションを創出する環境を整 
備していくことが必要。そのため、福島県浜通り地域等において、ロボット分

野等の先進的な共同利用施設・設備を整備・導入する。 
 
（2）地域復興実用化開発等促進事業           5,702（6,970）百万円 

福島イノベーション・コースト構想の重点分野（廃炉、ロボット、エネルギー、 
環境・リサイクル、農林水産等）について、地元 
企業等との連携等による地域振興に資する実用化開発等の費用を補助す 
る。 

 
○福島イノベーション・コースト構想推進基盤整備事業       927（767）百万円 
拠点施設の運営や関連プロジェクトの創出、関係主体間の連携促進などを、 
国、県と密接に連携して民間団体等が進めるために必要な費用を補助する。 

○福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究開発事業 
          135（135）百万円 

福島イノベーション・コースト構想の実現に向けて、農林業者の帰還と営農再
開を強力に推進する先端技術の開発・実証等を支援する。 

 

 

 

２．被災地域経済の好循環を実現するための施策 
 

（１）被災地域の中小企業等の新たな取組・挑戦の支援 

    事業を再開した被災企業・事業者の経営の安定確保を支援しつつ、被

災地域の中小企業等の新技術開発、新商品開発、新分野開拓等の創造

的、挑戦的な取組を民間企業・民間金融機関等の技術、アイディアや、リ

スクマネーの供給等により支援する。 

 

 

＜中小企業の新たな取組・挑戦支援のための施策＞ 
○専門家派遣集中支援事業          

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業   778（880）百万円の内数 
被災地で新商品開発、高付加価値化、生産性向上等に取り組む事業者に対 
し、相談への受動的な対応や単なる助言にとどまらず、専門知識・ノウハウを 
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有する専門家が、事業者とともに経営課題の解決に向けた取組を実施する。 
 

○伴走型人材確保・育成支援モデル事業（再掲）雇用促進班】301（323）百万円 
 

○企業間専門人材派遣支援モデル事業（再掲）         357（351）百万円 
 

○被災地域人材確保対策調査事業（再掲）             29（29）百万円 
 
○企業復興支援ネットワーク 

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業  700（778）百万円の内数 
各機関の企業支援の担当者に対し、説明会・事例共有会の開催等を行うこと 
で、事業者における支援メニューの活用を推進。 

 
○被災地域企業新事業ハンズオン支援事業          

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業  700（778）百万円の内数 
被災地域の中小企業の新技術・新商品開発、新分野開拓等の創造的、挑戦 
的な取組の実現に向け、復興庁職員、専門家、コンサルタントが、事業計画の 
策定からその実現までを一貫して支援。 

 
○「新しい東北」官民連携推進協議会 

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 700（778）百万円の内数 
復興に携わる多様な主体（企業、大学、NPO 等）の連携を推進するため、ウェ 
ブサイトや交流会等により、関係者間での情報共有・情報交換の場を提供。 

 
○中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（中小企業等グループ補助金）       

7,576（14,960）百万円 
中小企業等グループの復興事業計画に基づく施設復旧等を支援する。その 
際、従前の施設復旧等では、事業再開や継続、売上回復が困難な場合には、 
これに代えて、新分野需要開拓等を見据えた新たな取組（新商品製造ラインへ 
の転換や市場調査等）を支援する。 

 
○震災復興アドバイザー派遣事業（独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費
交付金）（再掲）       

 
○被災地向け販路開拓支援事業（独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費
交付金）（再掲）       
 
○復興水産加工業等販路回復促進事業（再掲）        1,227（1,254）百万円 

                  
○原子力被災 12 市町村農業者支援事業（再掲）           

（基金事業 予算措置総額：6,950 百万円） 
 
○福島県農林水産業再生総合事業（再掲）            4,740（4,710）百万円 
 
●国内・海外販路開拓強化支援事業          2,385（1,050）百万円の内数 
中小企業・小規模事業者等が地域資源活用や農商工連携により行う商品・サ 
ービスの試作開発、販路開拓等の取組を支援する。 

 
●「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進      100（100）百万円 
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「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進を図り、個人保証に依存してき 
た融資慣行を改善し、中小企業・小規模事業者の思い切った事業展開や早期 
の事業再生等を促進する。 

 

（２）エネルギー基盤、産業用地、研究開発拠点等の産業基盤の再構築 

震災後のインフラの復旧・復興、まちづくりの過程で、地域経済の将来

の姿を想定し、産業立地の状況を見通して、再生可能エネルギーの供給

体制の整備や、企業誘致・立地を支えるエネルギー基盤、産業用地等の

整備、地域の研究資源と産業の集積を活かした研究開発拠点の充実な

ど、被災地域の産業基盤を再構築する。 

 

①エネルギー基盤の整備 

国のエネルギー政策の方向性を踏まえつつ、エネルギー基盤の

整備の促進、再生可能エネルギー導入等を支援する。 

 

＜エネルギー基盤整備のための施策＞ 
●再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業補助金（福島県再エネ 
復興支援事業）        基金事業 予算措置総額：9,186 百万円 
原子力災害の被災地域（避難解除区域等）における再生可能発電設備の導入 
等に対して補助を行う。 

 
○復興特区支援利子補給金（再掲）             1,188（1,522）百万円 

 

②産業用地等整備 

防災集団移転促進事業により市町村が買取った移転元地等を活

用し、工場適地の登録や、産業団地の先行造成等、産業用地の提

供可能な環境を整え、企業誘致等を促進する。 

 

＜産業用地等整備のための支援施策＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）         57,346（80,466）百万円の内数 
 
○福島再生加速化交付金（再掲）           89,045（82,847）百万円の内数 

 

③研究開発の強化・拠点整備 

被災地域の研究開発資源と産業の集積を活かし、主要産業の次
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代の発展を支える基盤とするため、再生可能エネルギーや医療機器

の開発・実証研究拠点、三陸の海洋研究拠点、福島県の水産試験

研究拠点の整備等を行う。 

 

＜研究開発強化・拠点整備のための施策＞ 
○被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業（再掲）       

787（926）百万円 
 
○東北マリンサイエンス拠点形成事業（再掲）           580（645）百万円 

 
●東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等研究開発の加速プランの実
現（再掲）                          4,460（4,426）百万円百万円 

 

 

④効率的な人流・物流基盤再構築のための基幹インフラの復旧・復興 

道路、鉄道、港湾等の人流・物流基盤の再構築を進めることで、地

域産業の競争力強化、観光の復興等の地域経済の再生を図る。 

 

＜効率的な人流・物流基盤再構築のための基幹インフラの復旧・復興＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）         57,346（80,466）百万円の内数 
 
○社会資本整備総合交付金（復興枠）       122,555（96,079）百万円の内数 
 
○復興道路・復興支援道路の整備等           174,355（208,957）百万円 
 
○港湾整備事業                         29,745（30,444）百万円 
 
●被災鉄道の早期の全線復旧に向けた取組    

被災鉄道の早期の全線復旧に向けた取組が着実に進むよう、関係者間で緊密 
に連携する。 

 

（３）人材が集まり活躍する、暮らしやすい働きやすい生活･雇用環境の再整備 

雇用のマッチング促進、職業能力開発、雇用管理改善等による雇用

のミスマッチの解消を図る。女性や高齢者の就労支援や働きやすい職

場環境を整備する。 

ＩＣＴ等も活用しつつ、起業・創業、高付加価値化や複数企業の共同・

合併等による効率化を進めることにより、産業競争力の強化と整合的

な形で、若者や優秀な人材が活躍する魅力ある職場を増やす。また、
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域外からの人材の誘致や育成を行う。 

被災地域の起業・創業を支援し、地域の社会的課題に対応した事業

活動を支援する。 

暮らしやすい生活環境を整備するため、ＩＣＴを活用した見守り・生活

支援、医療・介護等の整備、コンパクトシティの考え方に基づき、商店街

の再生や公益施設の整備を支援し、賑わいの創出とコミュニティの再

生を図るとともに、生活交通の確保維持を図る。 

 

① 雇用・就業支援 

教育環境を整え、若者の地元就職を促進するとともに、企業誘致や、

IＴの活用や先進技術の導入など中小企業の事業の高度化・革新等に

より優秀な人材や若者世代が活躍する魅力ある職場を増やす。 

また、雇用のマッチング促進や職業能力開発、雇用管理改善等によ

る雇用のミスマッチの解消を図るため、産業政策と一体となった雇用面

での支援や被災地域の求職に対するきめ細かな就業支援を進めるとと

もに、地域の求職・求人ニーズに即応した職業訓練を機動的に実施す

る。 

さらに、女性や高齢者の就労支援や働きやすい職場環境を整備する。 

 

＜雇用・就業支援のための施策＞ 
●特定求職者雇用開発助成金（被災者雇用開発コース）     79（103）百万円 

被災離職者等をハローワーク等の紹介により、継続して１年以上雇用することが 
見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する。 
 

○伴走型人材確保・育成支援モデル事業（再掲）        301（（323）百万円 
 
○企業間専門人材派遣支援モデル事業（再掲）         290（351）百万円 
 
○被災地域人材確保対策調査事業（再掲）            29（29）百万円 
 
○事業復興型雇用確保事業                    

（基金事業 予算措置総額：209,161 百万円の内数） 
被災地における人手不足等の雇用のミスマッチに対応するため、中小企業等に 
対する産業政策と一体となった雇用面での支援として、雇入費助成及び住宅支 
援費助成を実施。 

 
○原子力災害対応雇用支援事業               1,001（（1,549）百万円 

（基金事業分 予算措置総額：2,464 百万円） 
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原子力災害の影響を受けた福島県の被災求職者について、民間企業・NPO 等 
への委託による一時的な雇用機会の確保等を実施。 

 
●東日本大震災に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業          

189（207）百万円の内数復旧・復興工事に従事する労働者の安全衛生を確保 
するため、被災３県に拠点 
を開設し、専門家による工事現場への巡回指導、新規参入者等に対する安全衛 
生教育への技術的支援等を実施する。 

 
●ハローワークにおけるきめ細かな職業相談等          

77,153（67,212）百万円の内数 
除染作業や復興に必要な産業などにおける人材を確保するため、求人の開拓・ 
確保を行うとともに、担当者制等により個々の求職者に応じたきめ細かな職業 
相談等を実施。 

 
●地方就職希望者活性化事業                   581（546）百万円 

東京圏・大阪圏において、地方就職に関するセミナー、イベント、個別相談等に 
より、潜在的地方就職希望者を掘り起こし地方自治体が実施する就労体験事業 
等への参加者の送り出しを実施することによって、地方就職に向けた動機付け 
を行い、地方就職の準備が整った者をハローワークへ誘導し、全国ネットワーク 
を活用したマッチングにより就職へ結びつける。 

○東日本大震災被災地域中小企業人材確保支援等事業    150（150）百万円 
岩手県、宮城県、福島県の中小企業を対象に、セミナーの開催や専門家による 
個別指導等を実施し、経営改善や魅力発信等を含めた総合的な人材確保支援 
を実施。併せて、主に都市部人材に対し、被災地域の現状や企業の魅力等を積 
極的に発信するとともに、企業と人材のマッチング機会の創出を行う。 

 
○復興特区支援利子補給金（再掲）              1,188（1,522）百万円 
 
●復興特区法に基づく税制上の特例措置（課税の特例）  
認定地方公共団体の指定を受け復興産業集積区域内において被災者を雇用し 
給与を支給する事業者等について、課税の特例の適用を可能とする。 
 

●自動車運送事業等の働き方改革につながる生産性向上   193（156）百万円 
自動車運送事業（トラック・バス・タクシー）や自動車整備事業において、長時間 
労働・低賃金といった厳しい労働環境のために人手不足が深刻化しているとこ 
ろ、生産性向上等の環境の整備を進めることにより、長時間労働の是正等の 
労働環境の改善を図り、働き方改革を推進する。 

 

② 人材の誘致・育成・確保 

域外からの人材の誘致や人材の育成、、関係人口の創出東日本大

震災により特に甚大な被害を受け、特に福祉・介護人材の確保が困

難になっている福島県で従事する福祉・介護人材の広域的な確保を

図る。 
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＜人材育成や人材確保のための施策＞ 
○被災地における福祉・介護人材確保事業（再掲）        205（198）百万円 
 
○伴走型人材確保・育成支援モデル事業（再掲）          301（323）百万円 

 
○企業間専門人材派遣支援モデル事業（再掲）          290（351）百万円 
 
○被災地域人材確保対策調査事業（再掲）              29（29）百万円 
 
●関係人口創出・拡大事業                       509（250）百万円  
地域外の者が関係人口として、地域と継続的なつながりを持つ機会・きっかけの提
供に取り組む地方公共団体を支援する。 

 

③ 起業・創業支援 

     被災地域の生業の確保に加え、被災地域の方々の起業・創業を支

援し、さらには、地域の社会的課題に対応した事業活動を支援し、就

業・雇用の創出を図る。 

 

＜起業・創業支援のための施策＞ 
○復興金融ネットワーク（投融資促進分科会） 

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業  683（762）百万円の内数 
被災地域はもとより、全国から東北の復興を進めるための事業参加を促進する
ため、広く被災地域における事業提案を公募するとともに、各種の専門家が参
画する場を設け、事業化に向けた支援を実施する。         

 
●「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進（再掲）    100（100）百万円 
 
●地域経済循環創造事業交付金（ローカル 10,000 プロジェクト） 

 1,000（1,450）百万円の内数  

 

④ 生活環境整備 

暮らしやすい生活環境を整備するため、医療の情報化を進める等

により医療･福祉・介護サービスの整備を図る。また、復興まちづくり

の中、コンパクトシティの考え方に基づき歩いて暮らせるまちづくりを

進めるため、被災地域の市街地での商業集積・商店街の再生を支援

し、賑わいの創出とコミュニティの再生を図るとともに、生活交通の確

保維持を図る。 
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＜生活環境整備のための施策＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）        57,346（80,466）百万円の内数 

 
○福島再生加速化交付金(再掲)           89,045（82,847）百万円の内数 
 
○東北メディカル・メガバンク計画（再掲）           1,597（1,584）百万円 
 
○津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（再掲）       
                       （基金事業 予算措置総額：209,000 百万円） 
 
○自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（再掲）      8,801（8,000）百万円 

（基金事業 予算措置総額：67,301 百万円） 
 

○地域公共交通確保維持改善事業（東日本大震災関連）（再掲） 
926（1,177）百万円 

 
○被災地域情報化推進事業（復興街づくりＩＣＴ基盤整備事業）（再掲） 

55（21）百万円の内数 
 

●木材需要の創出・輸出力強化対策（再掲）           682（559）百万円 

 

（４）民間の活力をベースに被災地域内外の官民の幅広い連携により産業の

復興を推進 

官民連携・協働による民間の活力・創意工夫をベースとした産業の

復興を進めるため、企業連携プロジェクト支援等の、これまでの官民連

携支援の取組を更に進めるとともに、広域的な地域で展開される産業

振興プロジェクトの活動を促進する。 

 

① 官民連携の取組 

引き続き、地域復興マッチング「結の場」、「新しい東北」官民連携推

進協議会等の官民連携型の支援事業に取り組むことにより、官民が連

携した先導的な取組を積極的に支援する。 

 

＜施策＞ 
○「新しい東北」官民連携推進協議会（再掲） 

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 700（778）百万円の内数 
 
○官民連携協議会企業連携グループの設置（再掲）          

「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 700（778）百万円の内数 
 
○復興金融ネットワーク（投融資促進分科会）（再掲）         
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「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 700（778）百万円の内数 

 

② 広域的な地域産業振興プロジェクト活動の支援 

被災３県ではこれまでも特定の地域又は新たな産業分野の発展によ

り地域経済活性化を図るため、広域的な地域の企業群及び支援機関

等が協議会等の組織体を形成し、地域の各種資源（人材、技術、生産

力、研究基盤等）を結集して、新たな事業や新技術開発等を促進する

活動を進めている。 

震災からの産業の復興のために、今後も被災３県の産業復興ビジョ

ン等に基づいて行われる広域的な地域の産業振興プロジェクトを促進

する。 

 

（５）東北全体、被災３県、内陸部の経済の発展の被災地域産業の成長への

活用 

    国の全国向けの産業振興施策のうち、沿岸部とそれ以外の連携を促

進するもの等を被災３県等が積極的に活用して、例えば、ものづくり産

業、水産加工業・食品製造業、農業等の沿岸部の企業･事業者と内陸

部の企業・事業者・大学等研究機関との連携による新たな取組を支援

し、被災３県の連携による地域振興施策等を進める。 

 

＜施策＞ 
○地域復興マッチング「結の場」（再掲）           
「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 778（880）百万円の内数 
 
○企業間専門人材派遣支援モデル事業（再掲）         290（351）百万円  
 
●農林漁業成長産業化ファンドによる出資等の支援（再掲）           

(出融資枠 12,500 百万円の内数)  
 
●食料産業・６次産業化交付金のうち「加工・直売」  （再掲） 

1,434（1,678）百万円の内数 
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３．産業・企業の応急復旧、施設・設備の復旧のための施策 
 

（１）応急復旧のための施策 

震災の発生後、仮設店舗・工場・事業所の整備等により、被災地での応

急的な産業の復旧を支援してきたが、復旧が遅れている中小企業等への事

業再開に向けた支援等、残された特定の地域における応急的な復旧を推進

する。 

 

＜施設等応急復旧＞ 
○仮設施設整備事業（独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費交付金） 
中小企業基盤整備機構が、仮設店舗、仮設工場等の整備を行い、完成した仮設 
施設は、市町村を通じて被災中小企業者等に無償で貸与。       

 

（２）施設･設備等の復旧のための施策 

 

① 中小企業等一般 

中小企業等の施設設備の復旧については、残されたものは復興まちづ

くりの進展とともに進むものも多く、以下のような施策により、こうした施

設・設備の復旧を引き続き支援する。 

 

＜施設設備等復旧＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）           57,346（80,466）百万円の内数 
 
○中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（中小企業等グループ補助金）（再掲） 

      7,576（14,960）百万円 
 

●復興特区法に基づく税制上の特例措置（課税の特例）（再掲） 
 
●復興特区法に基づく税制上の特例措置（地方税の課税免除又は不均一課税に伴 
う措置）（再掲） 

 
●被災代替資産等の取得に係る税制上の特例措置 

被災した事業者が被災代替資産等を取得した場合、特別償却ができる。 
 
＜資金繰り支援策・事業再生支援策＞ 
○被災中小企業・小規模事業者への資金繰り支援（再掲）  6,900（12,000）百万円 
 
○復興特区支援利子補給金（再掲）                  1,188（1,522）百万円 
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○被災中小企業・小規模事業者等への事業再生支援（産業復興相談センター） 
（再掲）                                           969（1,222）百万円 

 
○東日本大震災事業者再生支援機構による支援（再掲）      -（10,000）百万円 

（累計出資額：30,000 百万円）  
 

○「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の活用（個人債務者私的整理支援 
事業）（再掲）                                             3（7）百万円 

 

② 農業 

 

＜農地、施設・設備復旧のための施策＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）          57,346（80,466）百万円の内数 
 
○農地・農業用施設等災害復旧等事業（再掲）    11,010（22,656）百万円の内数 
           
○東日本大震災農業生産対策交付金（再掲）            999（3,524）百万円 
 
○除塩事業                                   35（53）百万円 

東日本大震災に伴う津波により、海水が浸入し塩害が生じている農地の除塩を支 
援する。 

 
○福島農業基盤復旧再生計画調査（再掲）              954（821）百万円 
 
○農村地域復興再生基盤総合整備事業（再掲）         8,623（8,315）百万円 
 
○原子力被災 12 市町村農業者支援事業（再掲） 

             （基金事業 予算措置総額：6,950 百万円） 
 
＜資金繰り＞ 
○農業経営の復旧・復興のための金融支援（再掲）       1,071（1,432）百万円 

 

③  林業 

 

＜森林・施設設備等復旧＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）         57,346（80,466）百万円の内数 

 
○森林整備事業                            6,527（6,315）百万円 
東日本大震災の被災３県（岩手、宮城、福島）の汚染状況重点調査地域等におい 
て、間伐やこれと一体となった路網整備等を実施する。 

 
○治山事業                              7,003（9,958）百万円 

東日本大震災に伴う津波により被災した海岸防災林の復旧・再生や地震により
被災した山腹崩壊地等の復旧整備を実施する。 
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○木材加工流通施設等復旧対策事業（再掲）              59（76）百万円 
 

＜資金繰り＞ 
○災害復旧関連金融対策（災害復旧関係資金利子助成事業）（再掲） 

             48（57）百万円 

 

④ 漁業 

 

＜漁場復旧＞ 
○漁場復旧対策支援事業                           582（713）百万円 
専門業者及び漁業者が行う漁場の瓦礫の回収処理等を支援する。 

 
○被災海域における種苗放流支援事業                  714（816）百万円 

他海域の種苗生産施設からの種苗の導入等により放流尾数を確保する取組等を 
支援する。 

 
○養殖施設災害復旧事業                          65（113）百万円 
激甚災害法に基づく被災した養殖施設の災害復旧事業を支援する。 
 

＜漁船等復旧＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）           57,346（80,466）百万円の内数 
 
○漁港関係等災害復旧事業                    62,259（45,764）百万円 

地方公共団体が行う地震や津波の被害を受けた漁港等の災害復旧事業費を負 
担する。 

 
○共同利用漁船等復旧支援対策事業                   89（298）百万円 

漁業協同組合等が被災した漁業者のために行う漁船の建造、中古船の導入費、 
漁具・漁労設備の導入費に対して支援する。 

 
○共同利用小型漁船建造事業                         27（80）百万円 

激甚災害法に基づき漁業協同組合が組合員の共同利用に供するために建造す 
る小型漁船建造費を補助する。 
 

○漁業・養殖業復興支援事業           
（基金事業 予算措置総額：92,359 百万円） 

地域で策定した復興計画に基づき、安定的な水産物生産体制の構築を支援する 
（基金による継続事業）。 
 

○漁業経営体質強化機器設備導入支援事業（再掲）          105（128）百万円 
 
＜資金繰り対策＞ 
○水産関係資金無利子化事業（再掲）                   672（862）百万円 
 
○水産関係公庫資金無担保・無保証人事業（再掲）  

（出資金事業 予算措置総額：21,625 百万円） 
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○漁業者等緊急保証対策事業（再掲）                 777（939）百万円 
 
○漁協経営再建緊急支援事業（再掲）                 255（369）百万円 

 

⑤ 水産加工業 

＜施設設備等復旧＞ 
○東日本大震災復興交付金（再掲）          57,346（80,466）百万円の内数 
 
○水産基盤整備事業（再掲）                     2,465（4,145）百万円 
 
○水産業共同利用施設復旧整備事業 （再掲）           997（1,208）百万円 
 
○復興水産加工業等販路回復促進事業（再掲）         1,227（1,254）百万円 
 
＜資金繰り＞ 
○水産関係資金無利子化事業（再掲）                  672（862）百万円 
 
○水産関係公庫資金無担保・無保証人事業（再掲）            

（出資金事業 予算措置総額：21,625 百万円） 
 

○漁業者等緊急保証対策事業（再掲）                 777（939）百万円 

 

⑥  その他特定の業種･分野の施設設備の復旧 

○被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金          63（125）百万円 
東日本大震災により、広範囲かつ甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県 
において、地方自治体の復興計画に基づき行われる道路の嵩上げ等に伴うガス 
導管の再敷設を行う被災都市ガス事業者に対する支援を行う。 

○情報通信基盤災害復旧事業費補助金                  48（17）百万円 
東日本大震災により被災した地域の超高速ブロードバンドサービス施設、ケーブ
ルテレビ等の有線放送施設及び公共施設間を結ぶ地域公共ネットワーク施設等
の ICT 基盤の復旧を支援する。 
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